
「国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業」
地域向け説明会

【参加にあたっての注意事項】

・カメラ及びマイクは「オフ」にしてください。

・説明会の録画及び録音はご遠慮ください。

・説明会用のURLについて、SNS等への投稿、他人へのシェアによる

拡散はご遠慮ください。

令和８年３月２６日（木）11時～12時

11時より開始いたしますので、今しばらくお待ち下さい。
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Ⅰ.事業概要について
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国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業

事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

訪日外国人旅行者6,000万人、訪日外国人旅行消費額15兆円の実現に向けて、スノーリゾートは地方での長期滞在や消費拡
大に向けての有力なコンテンツ。スキー・スノーボードを楽しむ訪日外国人旅行者が増加する中、スノーリゾートへのイン
バウンド需要をタイムリーかつ的確に取り込み、地方へ誘客するため、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルの
高い地域における国際競争力の高いスノーリゾート形成のための取組を促進する。

・事業形態：間接補助事業（補助率 1/2）

・補助対象：国→民間事業者→DMO、民間事業者等
・事業期間：令和２年度～

○地域の関係者が一体となって策定した「国際競争力の高い
スノーリゾート形成計画」の実現に向けた以下の取組を補助。
・スキー場インフラの整備
―索道施設（ゴンドラ・リフト）の撤去・新設※

―搬器の更新（機能向上分）
―スノーエスカレーターの導入
―高機能な降雪機の導入
―ICゲートシステムの導入
―レストハウス等の改修・撤去
―リフト乗車補助具の導入

・スノーコンテンツやアフタースキー・グリーンシーズンのコンテンツの造成
・受入環境整備（多言語対応、Wi-Fi整備、キャッシュレス、スキーヤー向け設備、DX対応等）
・外国人対応可能なインストラクターの確保
・二次交通の確保（スキー場間の周遊のためのバス運行等の実証実験）
・情報発信（プロモーション素材の作成等） 等

担当課室：観光庁 観光地域振興課

※既存ゲレンデ内にあっては、
高付加価値化に資するものに限る。

（※補助上限：スキー場インフラの整備について、個別事業1件につき3億円。ただし、
ICゲートシステムの導入については、スキー場1か所につき1,200万円。）

令和８年度予算額 １,３００百万円

国際競争力の高いスノーリゾートの姿の

多言語自動発券機

高機能な降雪機快適性の高い
ゴンドラ

３

×個別スキー場向けの補助金ではなく、
リゾート全体の競争力を高める形成計
画実現に必要な取組への補助金



Ⅱ.公募について
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支援を受けようとする地域は、登録ＤＭＯ又は協議会（ただし、ＤＭＯと共同で形成
計画を策定すること。）等により、当該地域の関係者と共同で形成計画を策定し、そ
の他の応募書類と併せて観光庁へ提出

地域公募：事業の流れ

5

公募 3月23日（月）～5月15日（金）正午

事務局及び有識者を含む委員にて審査を行い、事務局より採択結果を通知します。

審査 6月下旬ごろ（結果通知）

事務局からの案内により交付申請書を事務局へ提出いただき、事務局より交付決定の
通知を受けた後、事業を開始することができます。

交付申請 ６月下旬ごろ

形成計画及び個別事業計画に基づき、事務局の伴走支援を受けながら事業を実施

事業実施 交付決定日～令和９年２月１２日

事業成果が交付決定の内容等に適合すると認められた場合、補助金額が確定し、精算

精算 令和９年２月２６日まで

原則、成果報告や精算まで含めて、
２月２６日までに全て完了する必要

公募要領p.１～２



スキー場事業者、地方自治体、宿泊事業者、交通事業者、飲食事業者等の地域関
係者の合意を得て、ＤＭＯ又は協議会等（ただし、ＤＭＯと共同で形成計画を策
定すること。）が、形成計画を策定するとともに、採択後、事務局と補助対象事
業者との連絡調整窓口のほか、適切な事業執行のため、地域における補助対象事
業の管理等を事業終了時まで行い、地域における事業の統括の責任を担うこと。

地域公募：公募要件
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○ 地域の要件

○ 補助対象事業者の要件

形成計画において個別事業の実施主体として記載されている登録ＤＭＯ、
地方公共団体及び民間事業者

形成計画に記載されていない実施主体に
よる事業は対象とはなりません。

公募要領p.２



令和８年３月２３日（月）～５月１５日（金）正午

地域公募：応募手続について
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○ 応募期間

○ 提出方法：電子メール

提出先：国土交通省 観光庁 観光地域振興課
「国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業」担当
E-mail：hqt-snowresort@gxb.mlit.go.jp
電話番号：03-5253-8327

※ 提出の際、メールの件名の冒頭を「【国際競争力の高いスノーリゾート形成促
進事業公募資料一式提出】」としてください。

※ メールによる応募書類提出後には、受領した旨メールで返信いたしますので、
もし、返信がない場合は、必ず電話にて連絡してください。

※ ファイルサイズが大きい場合（概ね5MB以上）は、受信できない場合がありま
すので、送付できない場合には、メールにてお知らせください。

公募要領p.２



地域公募：提出書類について
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① 国際競争力の高いスノーリゾート形成計画（様式1-1、様式1-2）
作成に当たっては、必ず形成計画【記載のポイント】を確認してください。

② 国際競争力の高いスノーリゾート形成計画概要（様式2）
③ 事業計画（様式3）
④ 個別事業計画（様式4）

補助金による支援を申請する事業について記載してください。

⑤ 個別事業計画【索道・搬器】（様式4別紙）※該当事業のみ

「索道施設の撤去・新設」及び「利便性の高い搬器の導入に関する事業」の事業を申
請する場合は、様式4と併せてスキー場全体の索道施設の再編に関する計画の概要等に
ついて記載してください。

⑥ 補助対象経費の算出基礎資料【仕様書・参考見積書・相見積書（理由書）】

発注内容を示した仕様書及び仕様書をもとにした参考見積書など。
設置場所や事業前後の変化などがわかるよう、イメージ図やカタログも添付。
見積もりは複数社から取得！難しい場合には理由書と経費の妥当性を示す資料も。

⑦ 補助事業の確実な実施に関する確認書（様式5） ※該当事業のみ

交付申請予定額が１．５億円以上となる事業を申請する場合のみ添付

⑧ その他参考資料

公募要領p.３

様式について
後ほど詳述



地域公募：補助対象事業者の選定
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（１）形成計画における採択の観点

インバウンド需要を取り込む意欲、地域のポテンシャルは高いか。地域が一体
性をもって地域経営にあたっているか。

地域内のスキー場の魅力向上に関する取組状況及び取組計画は、国際競争力の
高いスノーリゾートの実現に資するものとなっているか。

ベースタウンの魅力向上に関する取組状況及び取組計画は、国際競争力の高い
スノーリゾートの実現に資するものとなっているか。

訪日外国人旅行者の受入環境整備の取組状況及び取組計画は、国際競争力の高
いスノーリゾートの実現に資するものとなっているか。

公募要領p.４

① 採択方法

事務局及び有識者を含む委員会において、②の採択の観点に基づいて
総合的に審査を行った上で選定を行います。

② 採択の観点



地域公募：補助対象事業者の選定
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（２）個別事業計画における採択の観点

形成計画の目指す姿の達成に資する事業であることが読み取れるか。

他地域と差別化され、インバウンドへの訴求力のある独自性があるか。

費用対効果が高く、応募主体及び地域の経営合理化、投資環境改善に寄与するか。

観光地域づくりへの効果（地域の一体化、長期滞在の誘発、自然環境保全、労働
環境の改善や雇用拡大等）が高い事業となっているか。

事業の履行確実性（自己負担費用の確保、関係機関協議状況、スケジュール等）
に懸念がないか。

公募要領p.４～５

※ 事業の具体的な内容や費用対効果、履行確実性が確認できない事業

→ 必要な添付資料が添付されているか確認！

※ 形成計画第２章の取組計画において、目指す姿の達成に資する事業として必要
性が示され、実施内容が具体的に記載されている事業以外のもの

→ 形成計画に記載するだけでなく、目指す姿とのつながりを確認！

注意！採択の対象外となる事業



地域公募：補助内容
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① スノーコンテンツやアフタースキー・グリーンシーズンのコンテンツ造成

② 受入環境の整備
多言語対応、Wi-Fi整備、キャッシュレス対応、公衆トイレの洋式化、
スキーヤー向け設備、ＤＸ対応等

③ 外国人対応可能なインストラクターの確保

④ 二次交通の確保（スキー場間の周遊のためのバス運行等の実証実験）

⑤ 情報発信（プロモーション資材の作成等）

⑥ スキー場インフラの整備
索道施設の撤去・新設（ゲレンデ内を含む。）、搬器の更新（機能向上分）、
スノーエスカレーターの導入、高機能な降雪機の導入、

ＩＣゲートシステムの導入及びレストハウス等の改修・撤去、リフト乗車補助具の導入）

公募要領p.５

○ 補助内容



地域公募：精算について
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※期日までに完了実績報告書を含む、全ての精算書類の提出が必要です。

※期間内に補助事業を完了できなかった場合は、対象経費の精算ができない場合
がありますのでご注意ください。

※シーズン中の実証事業の実施など、期日に完了しない予定の事業については、
交付申請時に必ず個別に事務局にご相談ください。

公募要領p.６

例年、必ずといっていいほど、証憑書類の再提出等をお願いしています。日にち
に余裕をもって書類を提出してください！

事業実施期間：交付決定の日～令和９年２月１２日

精算完了〆：令和９年２月２６日



Ⅲ.申請様式について
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申請様式について
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① 国際競争力の高いスノーリゾート形成計画（様式1-1、様式1-2）
作成に当たっては、必ず形成計画【記載のポイント】を確認してください。

② 国際競争力の高いスノーリゾート形成計画概要（様式2）
③ 事業計画（様式3）
④ 個別事業計画（様式4）

補助金による支援を申請する事業について記載してください。

⑤ 個別事業計画【索道・搬器】（様式4別紙）※該当事業のみ

「索道施設の撤去・新設」及び「利便性の高い搬器の導入に関する事業」の事業を申
請する場合は、様式4と併せてスキー場全体の索道施設の再編に関する計画の概要等に
ついて記載してください。

⑥ 補助対象経費の算出基礎資料【仕様書・参考見積書・相見積書（理由書）】

発注内容を示した仕様書及び仕様書をもとにした参考見積書など。
設置場所や事業前後の変化などがわかるよう、イメージ図やカタログも添付。
見積もりは複数社から取得！難しい場合には理由書と経費の妥当性を示す資料も。

⑦ 補助事業の確実な実施に関する確認書（様式5） ※該当事業のみ

交付申請予定額が１．５億円以上となる事業を申請する場合のみ添付

⑧ その他参考資料

公募要領p.３



形成計画について
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形成計画は、国際競争力の高いスノーリゾートの形成に向けて、

・地域一体となってどのような姿を目指していくのか

・目指す姿に向けて、これまでの取組の分析と今後の取組をどうするか

を示す地域全体の指針となる書類。

①全体構想

②現況・課題・今後の取組計画

③今後のスケジュール

④取組計画の概要 の４つの章で構成。

様式1-1

○ 形成計画とは？



形成計画全般について
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・目次項目及び記載のポイントとして示している項目は、
全て必須記載となります。

・ただし、関連する補助事業に過去年度採択されたことが
ある場合あるいは今年度応募する場合のみ記載する箇所も
ございますので、ご注意ください。

（該当箇所：２-２①－②、２-２①－③、２-２⑧－②、
２-２⑧－③、２-２⑫－②）
・適宜図解を行いて記載してください。

様式1-1「記載のポイント」p.５



形成計画①全体構想について
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地域全体を俯瞰した現状分析と課題認識、取組の方針について、
本章で簡潔に全体像が把握できるように記載する。

記載事項

① 国際競争力の高いスノーリゾート形成において目指す姿

② 目指す姿の実現に向けた取組方針

③ 国際競争力の高いスノーリゾート形成に向けた推進体制

④ 数値目標

様式1-1「記載のポイント」p.６

全体構想について



形成計画①全体構想について
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目指す姿に向けて、現状不足している点や、それを補うための取組方針を記載する。

ここで示された必要な取組については、２章でより具体的に記載する。

様式1-1「記載のポイント」p.６～７

全体構想②取組方針について

・取組を行うことで、自地域が、「とりまとめ」で示した「国際競争力の高いス
ノーリゾートに求められる要件（目指す姿）」を満たすようになることを示す！

記載時の注意点

形成計画で対象とする「スノーリゾート」の範囲を設定・図示する。

ＳＴＰ分析等を行い、地域経営の観点から、誘客のための戦略を示す。

誘客戦略をもとに、目指す姿（目安として３年後程度）を示す。

全体構想①目指す姿について

・範囲は、インバウンドの経路や周遊できる交通手段も想定して設定する。

・ＳＴＰ分析については、「ＤＭＯによる観光地域マーケティングガイドブック」
（https://www.mlit.go.jp/kankocho/page04_000171.html）p.47～56に記載。

記載時の注意点



形成計画①全体構想について
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様式1-2で記載した実績値及び数値目標について、市場分析の結果等を踏まえた設
定根拠と達成に向けた考え方を記載する。

目指す姿の実現を意味する重要目標達成指標や、そのために必要な要因を設定の
上、短期的・継続的に検証可能で、他地域とも比較可能な定量データとして①～
⑦のＫＰＩを設定する。

様式1-1「記載のポイント」p.７～８

全体構想④数値目標（ＫＰＩ）について

・形成計画を提出したことがある地域においては、過年度の形成計画で設定した
ＫＰＩの達成状況を検証した上で、新たな目標値を設定する必要があります。

記載時の注意点

地域での取組における合意形成や意思決定がどのように行われているか、また、
継続的なマネジメントを実施するための方針を記載することがポイント。

全体構想③推進体制について



形成計画②現況・課題・今後の取組計画
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形成計画の評価視点である４つの項目について、それぞれの現状・課題・
取組計画を具体的に記載する。

１章で記載した「必要な取組」について、現状・課題を掘り下げた上で、
目指す姿の達成への具体的な取組計画を記載する。

記載事項

① 地域のポテンシャルと地域経営

② スキー場の魅力向上

③ ベースタウンの魅力向上

④ 受入環境整備

「記載のポイント」p.１０～１９

②現況・課題・今後の取組計画

※ この章の取組計画において、目指す姿の達成に資する事業として必要性が示さ
れ、実施内容が具体的に記載されている事業以外は、審査の対象外となります。

→ 形成計画に事業を記載するだけでなく、目指す姿とのつながりを確認！

注意！



形成計画②現況・課題・今後の取組計画
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① 経営の安定化、効率化に向けた取組

・スノーリゾート形成の取組が地域全体に波及効果をもたらし、観光地域づくりにつな

がる観点から、個別スキー場単位ではなく、関係者連携による取組を中心に記載する。

・持続可能な地域経営にかかる取組（地域の担い手の労働環境の改善や雇用拡大等）に

ついて、具体的な取組を記載する。

・エリア内で統一してＩＣゲートを導入している状況及び共通リフト券の設定状況を
記載する。

・リフト券のエリア全体での戦略的な値上げや、ダイナミックプライシング、WEB予約
販売の導入状況を記載する。

・MaaS、SaaSなど、デジタル技術を活用して来訪者の利便性を向上したり、取得した
顧客データに基づきサービスを改善する取組状況を記載する。

② 経営のリスク（降雪量、火山、感染症等）の分析

・地域で取り組む具体的な経営のリスクの分析及びその対策を記載する。

取組計画①地域のポテンシャル・地域経営

「記載のポイント」p.１０～ p.１１



形成計画②現況・課題・今後の取組計画
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③ 金融機関等の参画状況や地方公共団体の支援

・市町村や都道府県におけるスノーリゾート形成に関する支援制度を記載する。
・行政による社会資本整備等の計画を記載する。
・REVICや地域金融機関等による支援を記載する。

④ 地域住民の満足度向上に向けた取組

・地域住民を対象にしたリフト価格の割引等の優遇制度の取組を記載する。

・山岳コンテンツにおいて地域の伝統行事と連携等を検討し、地域文化

コミュニティを守るための取組を記載する。

・訪日外国人旅行者へのマナー啓発や騒音・渋滞対策等の取組を記載する。

取組計画①地域のポテンシャル・地域経営

「記載のポイント」p.１１



形成計画②現況・課題・今後の取組計画
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① 各スキー場のコース数等

② 各スキー場の経営状況

③ スキー以外のコンテンツの造成

④ スキー場内のレストハウス等

⑤ スキーレッスン・スキーガイドの充実、多言語化に向けた取組

⑥ ゲレンデ内の託児所など乳幼児連れに対応した取組や雪以外でも楽しめる工夫等

⑦ レンタルサービスの充実に向けた取組

⑧ 各スキー場の営業開始日及び営業終了日

⑨ グリーンシーズンの誘客のための取組

⑩ 雪質（パウダースノー等）についての評価、それを活かした取組

⑪ スキー場来場者の安全管理

⑫ 環境配慮に関する取り組み

⑬ ①～⑫以外のスキー場への投資に関する実績/計画

取組計画②スキー場の魅力向上

「記載のポイント」p.１２～１６



形成計画②現況・課題・今後の取組計画
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① 飲食店、小売店の整備状況/計画

・滞在の長期化、泊食分離等に対応するための店舗誘致等の戦略を記載する。

・地元産の商品が調達できる、新たな雇用を生んでいるなど、地域への波及

効果が大きい取組を記載する。

② アフタースキーのコンテンツ造成

・設定したターゲットに応じて、提供できるコンテンツ及びその充実に向けた考

え方を記載する。

・コンテンツを活かした具体的な過ごし方のイメージや、来訪者への情報提供

の状況（ニーズに応じて実際にそれらのコンテンツを選択し、体験できるシ

ステムが整っているか）について記載する。

③ 宿泊施設の整備状況/計画

・リゾートホテル、ペンション、旅館、民宿、コンドミニアムなど、地域内の
宿泊施設の現在の特性を分析した上で、ニーズを踏まえた今後の開発計画及
び誘客の考え方を記載する。

・客単価５万円/泊を超えるような、高付加価値旅行者層をターゲットとした
宿泊施設や、スキーイン・スキーアウトできる宿泊施設、スキー客を想定した
ドライエリア、ワックスルーム等のスキーヤー向け設備を新たに導入した宿泊
施設を記載する。

取組計画③ベースタウンの魅力向上

「記載のポイント」p.１６～１７



形成計画②現況・課題・今後の取組計画
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① 多言語対応の取組

② 地域全体で行う多言語での情報発信の取組

インバウンド向け口コミ・SNS投稿促進のための取組内容、
リフトや二次交通のリアルタイム情報の提供の取組を記載する。

③ 無料Wi-Fi環境

④ キャッシュレス決済環境

⑤ 公衆トイレ洋式化

⑥ 二次交通

インバウンドの移動パターンに対応した二次交通整備の考え方を記載する。

国際空港～スノリゾ間における利便性確保のボトルネックを考慮・改善する。

スキー場間の周遊のための二次交通も記載する。

取組計画④受入環境整備

「記載のポイント」p.１８～１９

・空港～スノリゾ・ベースタウン間の全ての場面をカバーしているかを確認し、
不十分な箇所の改善方策を記載する。進捗を可視化することが重要！

記載時の注意点

「多言語化する」としか書いていない地域が多く、
カバー範囲や進捗がわからないので記載してください。



形成計画③今後のスケジュール
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２章の各項目について、どのようなスケジュールで実行するかを記載する。

目安として、今後３年間のスケジュールを記載する。

① 地域のポテンシャルと地域経営

② スキー場の魅力向上

③ ベースタウンの魅力向上

④ 受入環境整備

③今後のスケジュール

「記載のポイント」3-1～3-4

補助金を活用しない事業や、Ｒ８以降に実施
する事業も記載する。



形成計画④取組計画の概要
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形成計画に記載した取組計画について、どこで何を実施するのか、
地図等を用いて明記する。

④取組計画の概要

「記載のポイント」4-1



形成計画 様式1-2について
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様式に従い、定量データを記載する。

欄を追加するなど、Ｒ７から様式を
変更しているため、過去の様式を流用しない。

様式1-2（定量データ表）

様式1-2



【地域名】国際競争力の高いスノーリゾート形成計画 概要

スノーリゾート形成に向けたR7年度までの取組

エリアの概要

【形成計画策定者名】
【計画に含まれるスキー場】
【連携先】
【総滑走距離】
【インバウンド宿泊者数（R7）】
【目指す姿】

スノーリゾート形成に向けたＲ８年度以降の取組

様式２
（例）

所在地がわかるような地域名を記載
（様式1-1と揃える）

形成計画の計画策定者（法人名等）を記載

当計画に含まれるスキー場を全て記載

当計画における提携先（事業者名等）を記載

当計画に含まれるスキー場の総滑走距離の合計を記載

令和７年のシーズンの地域内のインバウンド延べ宿泊者数を記載（今シーズン終了までの見込み値を記載）

どのようなスノーリゾートを目指すのか、様式1-1の記載内容の要点を記載

• 国際競争力の高いスノーリゾート形成へ向けた今後の取組について、文章だけの記載ではなく、
画像や図面等を必ず用い、目指す姿」に沿って記載すること。

• 本補助金を活用して実施した取組、独自で実施した取組が明確に分かるように時期も踏まえて記載すること。

• 【目指す姿】については、２～３行程度で簡潔に記載すること。

・独自で実施した取組

・本補助金で実施した取組

画像 画像

R6年度：
R7年度：

R6年度：
R7年度：

画像 画像 画像 画像 画像

・R8年度：
・R9年度：

29



様式３ 事業計画について
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様式に従い、様式４に記載する個別事業計画について、優先順位も必ず添えて記載する。

１/２の補助額を記載する際、１円未満が切り捨てになっているか確認する。

様式３（事業計画）

様式３



様式４ 個別事業計画について
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様式４（個別事業計画）

様式４

１．事業目的

個別事業が地域のどのような課題を解決するものか、根拠を添えて記載する。

目指す姿の達成に資する事業になっているか、論理的なつながりを確認。

２．事業の詳細（１）事業の内容

地域のポジション・ターゲットを踏まえ、他地域にない独自性がある取組を
優先して採択する。

・実施主体①：補助金交付先（＝事業の契約発注者＝補助金
による財産の所有者になる者）を記載する。

・実施主体②：施設の管理・運営を受託し、取得した財産を
使用するなど、主体①以外に補助事業の遂行義務（支払後も
含め）を負う主体がいる場合は記載する。



様式４ 個別事業計画について
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様式４（個別事業計画）

様式４

２．事業の詳細（２）目標と成果指標

個別事業の内容を網羅（複数の取組がある場合は、それぞれ）する
ように、アウトプットとアウトカムを設定する。

・アウトプットは、想定通り事業を執行できたかを測る指標
アウトカムは、事業により想定した効果が現れたかを測る指標

・アンケートや満足度をアウトカムとする場合、実施方法（○点満点、○段階、
紙・ｗｅｂ等）も記載する。（事業内容の欄に記載してもよい）

記載時の注意点



様式４ 個別事業計画について
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様式４（個別事業計画）

様式４

２．事業の詳細（３）費用（内訳）

項目ごとの事業費用と収入見込を記載する。

明細が確認できるよう、仕様書・見積書を別途提出するとともに、
それらと整合させる。

・欄ごとに税別・税込が異なるため、確認の上で記載する。

・コンテンツの参加費や利用者の運賃等により、直接の収益が発生する場合は、
補助申請額から差し引く必要があります。

記載時の注意点



様式４ 個別事業計画について
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様式４（個別事業計画）

様式４

２．事業の詳細（４）スケジュール

個別事業の取組内容のスケジュールを記載する。

事業実施期間を令和９年２月１２日までとしているので、
同日までに個別事業が終了するスケジュールとすること。



様式４ 個別事業計画について
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様式４（個別事業計画）

様式４

３．費用対効果に関する試算

事業により将来的に得られる便益（収益増加、経費削減等）を記載する。

合わせて財源内訳（自社資金、調達等）や維持費も記載し、
便益が総費用を上回ること、返済の見込みがあることを示す！

Ａ＞（Ｂ＋年間維持費×耐用年数）／耐用年数

Ａ：１年あたりの収益見込額（コンテンツ売上増加額等）
Ｂ：個別事業に必要な費用
耐用年数：導入機器等の耐用年数（コンテンツは５年を想定）

基
本
的
な
算
定
式

・費用対効果の算定に当たっては、根拠が無ければ十分な信憑性が得られない。
入場者の増加であれば、過去の類似事業での実績などを示す。

・直接収益につながる事業ではない場合、間接効果（満足度向上→入場者増）

や自社全体の収益等から費用の回収が可能であることを示す。

記載時の注意点



様式４ 個別事業計画について

36

様式４（個別事業計画）

様式４

４．期待される観光地域づくりへの波及効果

地域の一体化、長期滞在の誘発、自然環境保全、労働環境の改善や
雇用拡大等、直接的なアウトカムに限らず、地域の一体化を促進し、

観光地域づくりへの波及効果が見込まれるかを記載する。

５．履行確実性に関する状況

費用調達、関係者との協議、スケジュール等に係る懸念事項を記載する。
困難な関係者協議等の課題を解消した上で事業に至ったか記載する。



様式４ 個別事業計画について
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様式４別紙（索道施設の撤去・新設、利便性の高い搬器の導入）

様式４別紙

索道施設の撤去・新設、利便性の高い搬器の導入に取り組む場合、
様式４に加え、別紙（スキー場全体の索道施設の再編計画）も記載する。

（１）再編計画の概要

（２）費用対効果に関する試算（スキー場全体）及び今後の投資計画

・投資額・償却年数・償却開始月を必須で記載してください。

（３）滑走ルートの再編又は拡張を伴うことがわかる計画図面等

（４）スキー場全体の索道施設の再編に関するスケジュール

・全体計画がない、公表できない場合は、一部であっても現時点の計画を記載する。



補助対象経費の算出基礎資料について
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算出基礎資料

事業内容を把握し、申請額が適切かを判断するため、以下資料を添付する。

事業の具体的な内容や費用対効果、履行確実性が確認できない個別事業計画は、
採択の対象としない。

（１）仕様書

発注者（補助事業者）が、仕事の依頼をするために、受注者（メーカー等）
に業務内容や必要とする要件を示す文書。

見積書とは違い、発注者（補助事業者）が、自ら作成する。

項目や数量、配置図、実施条件などを記載する。カタログの添付も可だが、
カタログだけでは数量、配置や実施条件はカバーできないので注意。

（２）参考見積書

（１）の仕様書を受注者に示した上で、受注者から取得する見積書。
総額だけでなく、項目ごとに単価・数量を記載する。税別額もわかるように。

仕様書
補助事業者名
令和○年○月○日

事業目的：～～～
仕様：○機械（別添カタログ）△個を××リフト横に設置する。

設置場所の詳細は別紙のとおり。

実施条件：□□
納品日：令和○年○月○日までに施工する。

見積書 受注者名
令和○年○月○日

税込税別単価数量内容

○○○2○機（AU-23）

・・・・・・・・・・・・・・・

○○総計



補助対象経費の算出基礎資料について
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算出基礎資料

（３）相見積書

申請額が適切かを確認するため、見積書は、複数の事業者から取得する。

複数の事業者からの取得が難しい場合は、
その理由を示した書類及び客観的に経費が妥当と認められる資料を添付する。

理由書は、独自技術が必要で他社で代替できない、企画競争入札を実施した、
国内に１社しか受注者がいない等のやむを得ないことがわかる根拠が必要。

間に合わない、地元だから等では不可。

（４）その他参考となる資料

事業内容を把握するために、必要な資料を追加で添付する。

事業前後の具体的な変化がわかる資料、イメージ図・図面など。

資料例個別事業

設置場所と看板のデザイン多言語看板設置

撤去前後の写真・イメージ図
（建物アップだけでなく遠景も）

レストハウス・索道撤去

対応する決済手段の導入前後比較キャッシュレス対応

図面や動線がわかるイメージ図レストハウス改修・インフラ整備

例



利益等排除について
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関係会社等から調達する場合の利益等排除について

補助対象経費に補助事業者の自社調達又は関係会社等からの調達分が含まれる場合、
取引価格から利益相当額を控除した金額（原価分）を補助対象経費としてください。

○関係会社等の範囲 （他会社を経由する場合やいわゆる下請会社の場合を含む。）

① 補助事業者自身（自社）

② 補助事業者の関係会社（③を除く。）

③ 補助事業者（法人の場合は補助事業者の株主）の親族又は親族が所有する会社

※具体的な関係会社の範囲は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条で定義されている親会社、子会社、
関連会社及びその他の関係会社に準じて判定してください。

※親族の範囲は、民法第７２５条で定義されている六親等内の血族、配偶者、

三親等内の姻族に準じて判定してください。

公募要領p.８



様式５ 補助事業の確実な実施に関する確認書
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様式５（補助事業の確実な実施に関する確認書）

様式５

申請額（事業費ではなく補助額）が１件当たり１．５億円以上となる事業を
申請する場合は提出する。

確認内容：

１ 当社で今回申請する事業は、履行確実性の高い事業であり、
2027年2月末日までに確実に完了できる見込みです。

２ 事業の執行中にやむを得ない事情があった場合においても、補助金の
翌年度への繰越はできず、期間内に完了する必要があることを承知しています。

３ 提出した個別事業計画に基づき確実に事業を遂行し、所定の事業効果を
発現させます。



Ⅳ. 個別事業の注意点について
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２．個別事業ごとの注意点について
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○スノーコンテンツやアフタースキー・グリーン

シーズンのコンテンツ造成

地域の観光資源を活用した体験型・滞在型コンテンツの開発・磨き上げ

コンテンツの開発・磨き上げに附帯する備品購入及び簡易な環境整備

会議・ワークショップの開催、専門家ヒア

造成したコンテンツを紹介するための商談会等への参加、モニターツアー 等

× コンテンツの実施に真に必要とはいえない整備

× 圧雪車・スノーモービル等の原動機を有する車両等の購入

× 建築物の建築・改修

・コンテンツ開発が主目的で、備品購入・環境整備は附帯するもの
という位置づけですので、備品購入・環境整備は必要最小限としてください。

実施要領p.３
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○多言語案内環境の向上

多言語標識の新設、既存の標識の多言語案内環境の向上に資する改修

観光情報や交通情報等を発信するためのデジタルサイネージの整備

地域内の観光コンテンツを紹介する多言語アプリ等の整備

訪日外国人旅行者とのコミュニケーションツール（指差しシート等）の整備等

× 多言語案内環境の向上に資さない標識

× ネイティブチェックを受けていないもの

・ローマ字の看板を設置するための事業ではありません。
・ネイティブチェックは、細かいニュアンスを理解する必要があるため、
外国人なら誰でもいいというわけではなく、その言語圏の出身者が行ってくだ
さい。（例：非英語圏出身の英語話者による英語チェックは不可）

記載時の注意点

実施要領p.４～５
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○データ通信利便性向上に関する事業

無料公衆無線ＬＡＮ環境の面的整備 等

× 宿泊施設の客室内など、特定の利用者のみを対象とした整備

（レストハウスなど、スキー場来場者が誰でも入場可能な場所が対象）

× Wi-Fi５以上に対応していないもの

× 継続的に発生するライセンス契約料やシステムの保守管理

実施要領p.５～６

○キャッシュレス決済環境の整備

キャッシュレス決済を導入する際に必要な端末等及び付属機器の整備

免税対応端末等及び付属機器の購入、免税手続カウンター整備

附帯するＬＡＮ機器の整備 等

× 現状から決済方法が増加しない機器整備

× 機器修繕や代替更新
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○外国人対応可能な人材の育成

コンテンツの充実・ホスピタリティ向上マーケティングのセミナー実施

コンシェルジュ、スルーガイド向け研修、訪日外国人案内マニュアル作成

地域住民意識啓発セミナーの実施 等

実施要領p.７

○安全管理に関する事業

急病、災害時等のトラブル発生時の訪日外国人対応マニュアル作成、研修実施

訪日外国人の事故防止等を目的とした地域ルールの策定、周知、実地研修 等
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○公衆トイレの洋式便器の整備及び清潔等機能向上

便器の洋式化、床・壁面の清潔機能向上

暖房便座、洗面器・小便器、化粧鏡、ＬＥＤ照明、室内空調の導入

景観改善等のための外装工事、窓、入口ドアの整備

バリアフリー化、乳幼児用設備の導入、個室の拡張 等

× 明確な機能向上を伴わない更新（ＯＫ例：自動水栓化、温水洗浄便座等）

× トイレそのものの新設（ＯＫ例：レストハウス改修に伴う洋式便器新設）

実施要領p.７～８

・上述のとおり、トイレの建屋の新築は対象外です。

記載時の注意点
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○スキーヤー向け設備の導入に関する事業

ホテル・交通拠点拠点等でスキー用具等をレンタル・預かり・乾燥できる場所、
メンテナンスできる場所（ワックスルーム等）を設ける簡易な施設改修 等

× スキー場内及びスキー場に直結する施設は除く。

× 形成計画に記載されていない施設における整備（他項目も同様）

× 利用者向けのメンテナンス用具（ワックス）など、消耗品・備品の購入

実施要領p.８

・上述の想定から、スキー場内とスキー場に直結する施設は対象外に
なります。

記載時の注意点
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○デジタル技術を活用したサービス向上に関する事業

コンテンツ、二次交通、多言語・キャッシュレス対応、スキー場インフラ等の
ＤＸによる調査・分析・満足度調査（流動動態分析、来訪・再訪意向度分等）

リフト・二次交通のリアルタイム情報の提供システムの導入

地域一体の予約・在庫管理、顧客関係管理、マーケティング等のシステム導入

その他デジタル技術を活用したサービス向上に関する事業に要する経費 等

× 継続的に発生するライセンス契約料やシステムの保守管理

× ハード整備（ＯＫ例：システム導入に附帯する備品の購入）

× ＤＭＯ等が継続的に実施する調査であって、
これまでに実施している内容と同一の調査・分析

実施要領p.８～９

スキーインストラクターに対する訪日外国人対応の研修開催、マニュアル作成

レッスンの多言語対応を目的とした同時通訳システムの導入 等

× 通訳オペレーターの手配

○外国人対応可能なインストラクターの確保
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実施要領p.９

・運行区間・時間帯が、訪日客の動線データなどから、
どの層にどのようなニーズがあるか、事業計画に記載して下さい。

・既存の区間・時間帯と同様の運行では対象外となります。
価格、混雑対策など、実証対象を明確化しましょう。

記載時の注意点

○二次交通の確保（移動の快適化・利便向上）

スキー場間の周遊を促進するためのバス運行等に関する実証実験経費

アンケート調査の実施、地域の検討会開催、専門家等からの意見聴取 等

× 実証する内容が明確でない事業（同一時間帯・同一区間の運行等）

× 通常の運行に係る経費
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○地域のプロモーションのために必要な事業

地域のプロモーション活動に使用するための画像・動画等の撮影、
デジタルコンテンツ・パンフレットの製作、デザイン、動画編集、多言語化

× 既存パンフレットの増刷

× ＪＮＴＯとの連携を目的としないもの

実施要領p.１０

・対象となる事業は、ＪＮＴＯとの連携を目的として行うものに限ります。

記載時の注意点
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○スキー場インフラの整備（索道・搬器）

索道施設（支柱、基礎、電気設備、駅舎等）の撤去又は新設

なお、索道施設の撤去の場合には、当該撤去に伴ってゲレンデのコース造成が

必要となる部分が生じる場合に限り、この造成に要する経費を含む。

搬器の新規導入又は更新に要する経費のうち輸送力の向上、快適性の向上等
機能の向上分

附帯条件①：滑走ルートの再編又は拡張を伴い（スキー場全体の索道施設の
再編計画の中で現位置架替としたものを除く。）、
利便性・快適性・娯楽性の向上に資するもの

附帯条件②：成果として高付加価値化、経費減少等による経営改善の見込みを
定量的に示すこと。

附帯条件③：リフト券の値上げ等により事業利益が増加することを前提とした
新規投資等の将来計画が形成計画に具体的に示されているもの

実施要領p.１０

・索道施設の新設に当たっては、上述の附帯条件①～③に該当する必要。

・搬器の新規導入・更新に当たっては、附帯条件②・③に該当する必要。

・それぞれ様式４別紙（スキー場全体の索道施設の再編計画）を作成する
必要があります。

記載時の注意点
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○スキー場インフラの整備（索道・搬器以外）
高機能な降雪機、造雪機の導入
（更新の場合は、高温多湿下での降雪が可能など機能向上するものに限る。）

ＩＣゲートシステムの導入
（更新の場合は、券種の拡大や混雑の把握などサービス向上するものに限る。）

レストハウス等の改修・撤去

スノーエスカレーターの導入
（更新の場合は、フードの設置などサービス向上するものに限る。 ）
リフト乗車補助具の導入 （更新の場合は、サービス向上するものに限る。）
× レストハウスの新設

× 工事を伴わない器具及び備品並びに消耗品の購入

× 修理修繕、代替更新、維持管理（メンテナンス、アフターサービス等）

実施要領p.１０～１２

・導入なのか更新なのかを明記した上で、更新に当たる場合、
どの機能がどのくらい向上するのか明確に記載。

記載時の注意点



「国際競争力の高いスノーリゾート形成促進事業」
地域向け説明会

※説明会資料は、説明会終了後、観光庁ＨＰに掲載します。

説明会は終了しました。

ご参加ありがとうございました。


